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第１編  総  則 

第１章 要綱の概要  

第１  要綱の目的                                    

本要綱は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。）第40

条の規定に基づき島根県防災会議が作成する島根県地域防災計画（以下「県防災計画」

という。）に基づく要綱であって、県、市町村及び関係機関が相互に協力してその全

機能を有効に発揮することにより、災害予防及び災害応急対策（医療救護）を実施し

て県民の生命及び身体を災害から保護するとともに、県民一人ひとりの自覚及び努力

を促すことによって、災害の発生を完全に防ぐことは不可能ではあるもののできるだ

けその被害を軽減していくことを目指す。 

第２  要綱の性格等                                   

１  要綱の前提 

本要綱は、県内及び県外での各種災害に関する災害対策のうち医療救護活動に関す

る基本要綱であり、第１編第３章「災害被害想定」に掲げる想定被害を前提とする。 

災害発生時における生命・身体の保護活動は、医療救護活動と公衆衛生活動がある

が、この要綱は、医療救護活動に係る災害予防及び災害応急対策について定めるもの

とする。 

   ■定義 

災害活動種別 定義等 

医療救護活動

医療救護活動とは、被災者の生命及び身体の保護を目的とした

医療活動をいう。具体的には、以下の活動等をいう。 

 ◯被災地情報収集、◯被災地医療ニーズ把握、◯現場医療活動、

◯救護所・避難所医療活動、◯病院活動、 

◯地域・広域医療搬送、○入院患者避難支援 等 

公衆衛生活動

公衆衛生活動とは、被災者の生命及び身体の保護を目的とし、

被災による二次的な健康被害の予防活動をいう。具体的には以下

の活動等をいう。 

◯感染症対策、◯水・衛生対策、◯歯科口腔保健・衛生対策、 

◯母子保健対策、◯栄養対策、◯高齢者対策、◯福祉対策、 

◯環境対策、◯衛生害虫対策、◯こころのケア、○健康相談、

◯自死予防対策 等 
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２  要綱の修正 

本要綱は、毎年検討を加え、必要があると認めるときは災害医療関係機関連絡会議 

に諮った上で修正を行うものとする。 

３  他の法令に基づく計画等との関係 

本要綱は、県防災計画のうち医療救護対策に関して、総合的かつ基本的な事項を定 

めるものである。したがって、本要綱は、基本法第40条に規定する県防災計画と矛盾 

し、又は抵触するものであってはならない。 

４  要綱の周知、習熟 

本要綱は、県、市町村及び医療関係機関の職員に周知徹底させるとともに、特に必要

と認める事項については県民にも広く周知徹底するものとする。 

また、県、市町村及び医療関係機関は、不断に医療救護に関する調査・研究に努める

とともに、職員に対する災害発生時の役割などを踏まえた実践的な教育・訓練の実施

などを通して本要綱の習熟に努め、大規模災害対策への対応能力を高めるものとする。 

５  要綱の用語 

本要綱における用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。 

(1) 基本法 ……………… 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）をいう。 

(2) 救助法 ……………… 災害救助法（昭和22年法律第118号）をいう。 

(3) 県防災計画 ………… 災害対策基本法第40条に基づき、島根県防災会議が作成する 

島根県地域防災計画をいう。 

   (4) 市町村防災計画 …… 災害対策基本法第42条に基づき、市町村防災会議が作成する 

市町村地域防災計画をいう。 

(5) 対策本部 …………… 災害対策本部の総称。 

(6) 警戒本部 …………… 島根県災害警戒本部（県庁） 

(7) 県本部 ……………… 災害対策基本法第23条に基づき、設置する島根県災害対策本 

部をいう。 

(8) 地区本部 …………… 県防災計画に基づき、各地区に設置する島根県災害対策地区 

本部をいう。 

(9) 担当事務所 ………… 県本部設置後の地区本部を担当する事務所をいう。 

(10)保健医療調整本部 …島根県保健医療調整本部設置要綱に基づき、必要に応じて県 

本部の下に設置する島根県保健医療調整本部をいう。 

(11)地域災害保健医療対策会議 …島根県保健医療調整本部設置要綱に基づき、必要に応じて地 

区本部内に設置する地域災害保健医療対策会議をいう。 

(12) 防災関係機関 …… 島根県地域防災計画資料編に位置づけられている機関。 

(13) 医療関係機関 …… 災害医療関係機関連絡会議設置要綱に基づき同会議を構成す

る機関のうち、県及び市町村を除く機関。 
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 第２章 島根県の医療救護施策の基本方針  

第１  医療救護施策の基本的な考え方                           

○島根県において、過去に生じた集中豪雨等の災害や他地域での大規模災害等の様々 

な教訓や課題を踏まえ、今後想定される大規模災害に備えた医療救護体制の整備を 

図る必要がある。 

○事故災害については、その多くが事前の兆候を伴わない突発災害として生じること

が多いため、発災後の即応体制の確立による医療救護活動の早期着手が必要となる。 

○災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害発生時の被害を最小化

する「減災」の考え方を医療救護施策の基本とする。 

○本要綱においては、被災者の生命及び身体の保護対策を最重要視するが、これらの

事象の発生頻度、対策の効果の程度、効果の発現までの期間、対策に要する費用等

を考慮して各種対策を講ずるものとする。 

第２  医療救護施策の基本方針                              

本要綱における「予防」「応急対応」の各段階における対策の効果が最大限に発揮

できるよう、県、市町村、医療関係機関及び防災関係機関が、一体となって最善の対

策を推進し、被害を軽減する必要がある。各段階における医療救護施策の基本方針は

次のとおりである。 

１  周到でかつ十分な災害予防 

(1)最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こ 

される被害を的確に想定し、それに対する可能な限りの備えを行う。一つの災 

害が他の災害を誘発し、それぞれが原因となり、あるいは結果となって全体と 

しての災害を大きくすることを意識し、より厳しい事態を想定した対策を講じ 

なければならない。 

(2)災害の規模によっては、ハード整備だけでは充分な医療救護活動を提供できな 

い場合もあることから、ソフト施策を可能な限り進め、ハード・ソフトを組み 

合わせることが必要である。 

(3)災害発生時の効果的な応急対策活動に備えるため、災害派遣医療チーム（以下

「ＤＭＡＴ」という。）や災害拠点病院等からなる医療救護体制はもとより、

広域災害救急医療情報システム（以下「ＥＭＩＳ」という。）等による情報管

理体制、交通確保体制、輸送体制、医薬品等の確保・供給体制等の整備を推進

する。 

(4)県、市町村、医療関係機関及び防災関係機関の災害対応力を向上させるため、
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災害に関する防災教育（県民、県、市町村、医療関係機関及び防災機関職員の

責務、災害の知識の習得、災害への備えなど）及び防災訓練の充実を図る。 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

(1) 迅速かつ的確な情報収集・伝達・共有を可能とする平時からの備え・訓練を

行い、的確に状況を把握・想定し、適時に判断・対応できるようにする。 

(2) 被災者のニーズの変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応する。 

(3) 災害発生直後からの迅速、的確な初動活動を実施するため、応急活動体制を 

早急に確立するとともに、情報管理体制を確立し、災害情報の収集・伝達、災 

害広報を行う。 

また、大規模な災害の場合は、早急に自衛隊の災害派遣及び海上保安庁への 

応援協力を要請するほか、他の都道府県、市町村、消防機関への広域応援を要 

請するなど、被災県への支援を行う県をあらかじめ定めたカウンターパート制 

による相互応援体制を確立する。 

(4) 災害発生時に被害の拡大を防止するため、救護所の開設・運営・管理活動、

救出・救急活動、迅速医療救護活動を円滑な連携の下で迅速に行う。この際、

交通確保、避難、輸送等の周辺対策に対する医療救護活動への配慮の要請、

各活動の整合性の確保図る。 

 (5) 被災者への充分な医療等を提供するため、関係機関等から医療救護に必要な

医薬品、医療用資器材等の調達を行う。 

(6)  被災地域の医療提供体制の復旧状況に応じ、災害時応急体制から通常の地域

医療体制への円滑な移行を図る。 
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 第３章  災害被害想定 

この要綱は、近年の社会経済情勢の変化並びに島根県における地震被害想定調査、 

風水害及び事故災害等の履歴や全国的にみた各種災害の教訓・課題を反映し、以下の 

災害想定に基づくものとする。 

なお、この要綱に基づく医療救護活動は、同一の災害に関して傷病者が１０名程度

以上発生し又は発生することが見込まれる場合を最小限の想定とし、それ未満の被災

においては通常の救急医療体制における対応を想定している。 

ただし、傷病者が１０名に満たない場合においても、災害現場や傷病者の状況、近

隣の医療機関の状況などにより臨機応変に医療救護活動を行う。 

  【 災害想定 】 

※原子力災害との複合災害については「島根県災害時医療救護実施要綱（原子力災

害対策編）」による。

大
規
模

局
地

大
規
模

局
地

県
内
災
害

県
外
災
害

・大規模な地震
・地震に伴う津波、浸水、火災
・集中豪雨などの自然災害　　等

・航空機事故、鉄道事故、高速道路等での交通事故　等

・大規模な地震
・地震に伴う津波、浸水、火災
・集中豪雨などの自然災害　　等

・航空機事故、鉄道事故、高速道路等での交通事故　等
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 第４章 要綱の運用等 

第１  平常時の運用 

県、市町村及び医療関係機関及び防災関係機関は、平常時において、本要綱の目

的及び基本方針に基づき、予防計画で定めた災害予防業務を遂行するとともに、普

段の危機管理や医療救護に関する体制整備、所属職員に対する災害発生時の役割な

どを踏まえた実践的な教育・研修、防災訓練の実施などを通して要綱の習熟に努め、

災害への対応能力を高めるものとする。 

１  基本方針及び災害予防対策に基づいた事務の遂行 

県、市町村、医療関係機関及び防災関係機関は、それぞれが行う各種施策・事業

の実施に当たり、当該施策・事業が本要綱の基本方針及び災害予防対策に合致したも

のとなっているかを点検し、必要に応じて施策・事業の修正に努めるものとする。 

また、県、市町村、医療関係機関及び防災関係機関は、複数の施策・事業を組み 

合わせることにより、防災面から相乗的な効果を期待できるものについて総合調整 

を行うものとする。 

２  災害発生時応急計画への習熟及び計画の整備 

災害発生時の医療救護活動は本要綱に定める災害応急対策計画に沿って行われる

ことから、その成否は担当する活動計画への職員の習熟程度によって左右される。 

そのため、県、市町村、医療関係機関及び防災関係機関の職員は、関係する計画

等について、日頃から習熟しておくとともに、必要に応じて計画運用のための手順

等を整備しておくものとする。 

第２   災害発生時の運用  

発災時においては、災害応急計画を積極的に活用し、被害を最小限にとどめるよう

努めるものとする。 
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第２編  災害予防対策

 第１章 災害等予防計画  

島根県における周到でかつ十分な災害予防対策を推進するための計画の構成は、以下 

のとおりである。 

第１ 災害に強い医療提供体制づくり                           

災害による被害を予防し、その影響を最小限に止められるよう、県、市町村、医療

関係機関及び防災関係機関は、様々な災害に対する予防対策を図るとともに、老朽化

した施設等について、耐震化整備計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に

努めるものとする。 

 また、平時から医療関係機関での連携を強化するために、県レベルにおいては、県、

市町村及び医療関係団体、で構成する災害医療関係機関連絡会議を設置し、各地域レベル

においても、保健所を中心に地域内の医療関係団体、災害拠点病院及び市町村で構成する

地域災害保健医療対策会議を設置し、それぞれで緊密な連携体制を構築するとともに、災

害医療体制に係る情報共有や意見交換を行う体制を整える。 

 ◯県及び地域での会議

第２  災害発生に備えるための事前の医療救護活動体制の整備             

災害発生時に、迅速・円滑で効果的な医療救護活動を行うために、県、市町村及び

各医療関係機関は、事前に医療救護活動体制を整備する。 

そのために、本部機能を担う組織は、被災によりその機能を失うことがないよう、

施設の防災機能の強化に努め、災害対策本部の設置要領や災害時の職員配備基準をは

じめとする初動体制を整備しておくとともに、災害発生情報及び災害発生後の被害情

報等の収集・報告体制を整備しておく。 

また、発災後、すぐに参集して医療救護活動を行うＤＭＡＴの派遣やその後に続く

医療救護班の編成・派遣など継続的な支援が可能な医療救護活動体制を整備する。 

さらに、各医療機関は施設毎に防災機能や代替機能の整備を図るとともに、医薬品、

島根県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護師会、県放射線技士会、

日本赤十字社島根県支部

病院関係 県基幹災害拠点病院、県統括DMAT、大学病院、国立病院機構浜田医療センター

行政機関 県市長会、県町村会、消防機関、県（県庁担当課、保健所）

医療関係団体 郡市医師会、郡市歯科医師会、薬剤師会各支部、看護協会各支部

病院関係 災害拠点病院、各病院

行政機関 各市町村、消防機関、保健所

災害医療関係
機関連絡会議

地域災害保健医療
対策会議

県

地域

構成会議名称

医療関係団体
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資機材、食糧、飲料水、燃料等の備蓄・調達体制の整備を図る。 

第３   防災教育の推進                                                                     

災害に際して、人的被害を最小限にするために、日頃から医療関係機関職員の防災意識 

の啓発研修や災害訓練の実施は不可欠である。 

このため、災害に備え、県、市町村、医療関係機関及び防災関係機関が相互に連携し災

害発生時に迅速かつ適切な対応が実施できるよう、必要な訓練及び研修等を実施する。 

なお、訓練の実施に当たっては、必要に応じて、総合防災訓練、災害拠点病院訓練及び 

ＤＭＡＴ訓練などを実施するものとして、その訓練結果を踏まえ、本要綱の内容等を検証し、 

より実効的なものとなるよう随時見直しを行うものとする。 
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 第２章 災害医療体制の整備  

第１節 情報収集管理体制の整備 

第１ 基本的な考え方 

１  趣旨 

大規模災害が発生した場合、多種多様かつ多量の災害情報が発生する。県、市

町村、医療関係機関及び防災関係機関が迅速かつ的確に医療救護対策を実施する

ためには、多くの災害情報の中から医療救護に必要な緊急性の高い情報を優先的

に収集、伝達できるようなソフト、ハード両面の仕組みの整備が必要である。 

 医療救護に必要な主な情報の区分としては以下のとおりであるが、県医療政策

班（医療政策課）及び地域災害保健医療対策会議（保健所）において、収集する

情報とそれに応じた報告先について様式を定める等して整理しておく必要がある。 

○災害時における情報区分例示 

緊急度 情報区分 情報内容 

重要 

大至急 

医療救護情報  

 災害発生情報 災害の原因、日時、場所、程度等 

人的被害 被災地おける人的被害に関する情報 

救護所情報 救護所の開設状況及び医療スタッフ等の医療資源の充足状況等 

建物情報 医療機関の建物等の被害状況、通信・ライフライン等の状況等 

病院情報 患者受入数、受入の可否、災害拠点病院の空床数、スタッフ数 

医薬品在庫等医療資源の充足状況等

救護活動情報 ＤＭＡＴ、医療救護班の活動状況等

医療救護関連情報 

 交通情報 被災地の道路・空港の通行・利用可否に関する情報 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ情報 水道・電気・ガス等のライフラインの利用可否情報 

○災害発生情報 ○人的被害情報 ○建物情報

 ○救護所情報  ○病院情報  ○救護活動情報等

医療救護情報

○交通情報

○ライフライン情報

医療救護関連情報
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２ 対策の体系 

３  留意点 

(1)  広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用 

重要大至急収集すべき情報については、ＥＭＩＳの利用を前提としつつ、代

替又は補完する方法を検討し、迅速かつ的確な情報収集、伝達に努める。 

(2)  多様な通信手段の確保 

複数の通信手段を整備することにより災害情報の収集・伝達能力の向上に努 

める。 

(3)  被災に備えた通信機器の運用 

被災による停電に備えて通信機器のための非常用電源の確保と適切な保守 

点検を実施するとともに、防災訓練等を通じてこれら通信機器や非常用電源の 

使用方法の習熟を図る。 

災
害
情
報
管
理
体
制
の
整
備

情 報 通 信 設 備 の 整 備

広域災害救急医療情報システムの運用

被災地における災害情報の選別及び報告 
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第２ 情報通信設備体制の整備 

１ 情報通信設備の整備 

◯災害により通常の電話回線等が使用できなくなった場合に、通信手段を確保する

ための一つとして衛星電話があり、各災害拠点病院においても整備を進めている

ところであるが、防災行政無線、インターネットといった複数の通信手段を確保

することにより、災害時における情報伝達を迅速に行う体制を確保する必要があ

る。 

２ 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ） 

○ＥＭＩＳは、県内全ての病院で利用が可能であり、災害発生時に、病院の診療機

能の稼働状況、被災患者受け入れ状況、ライフラインの状況等の病院情報収集が

可能なインターネット上のシステムである。またこのシステムは、全国の災害拠

点病院やＤＭＡＴと情報共有が可能である。 

○ＥＭＩＳ参加医療機関は、災害発生時に迅速かつ確実に自院の被災情報の入力を

する必要があるため、複数の入力担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方

法などの研修、訓練を定期的に行うことが必要である。 

   ◯災害拠点病院等が利用するネットワークとして、通常のインターネット回線でつ

ながらない場合において、衛星回線での衛星電話、無線系電話等を含めた代替の

通信経路を準備しておく必要がある。また、一切の通信が利用できない場合の連

絡手法についても検討をしておく必要がある。 
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第３ 被災地における災害情報の報告  

（１） 地域災害保健医療対策会議（保健所）は、ＥＭＩＳで収集可能な情報を除き、

別紙様式１～３に定める情報について収集し、県医療政策班に速やかに報告

するものとする。ただし、ＥＭＩＳが利用できない医療機関があるときは、

その医療機関に代わって収集した情報を入力するものとする。なお、保健所

においてもＥＭＩＳが利用できない場合にあっては、別の方法により県医療

政策班に速やかに報告するものとする。 

（２） 地域災害保健医療対策会議（保健所）は、ＥＭＩＳ又は他の手段により収集

した情報のうち、人的被害及び建物情報については、その概要について地区

災害対策本部を通じて災害対策本部に報告するものとする。 

（３） 県医療政策班（保健医療調整本部）は、災害救護活動に必要となる医療救護

関連情報について、県災害対策本部から入手のうえ、速やかに地域災害医療

対策会議（保健所）に伝達するものとする。 

【 災害情報の種類及び収集・伝達の流れ 】 

１ 医療救護情報 

（１）医療機関の被災情報 

  ○建物情報 ○患者受入可否 ○転送患者有無 ○医療支援要否 ○ライフライン

  ※ＥＭＩＳが使用できない場合は、様式２「医療機関被災・活動状況報告」により

伝達する。

EMIS 入力状況を

確認し代行入力

EMIS 入力依頼

薬事衛生班

（薬事衛生課）

医薬品等が
不足する場合

EMIS 入力による伝達医療機関

地域災害保健医

療対策会議

（保健所）

医療政策班

（医療政策課）

県災害対策本部

（防災危機管理課）

伝達の流れ

収集の流れ
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（２）医療救護所情報 

  ※様式１「医療救護所設置状況報告」により伝達する。

（３）人的被害詳細情報 

（４）医療救護班の活動情報 

  ※様式３「医療救護班の活動状況報告」により伝達する。

２ 医療救護関連情報 

（１）ライフラインの被災情報 

  ○電気 ○水道 ○ガス ○電話

市町村、関係課

地域災害保健医

療対策会議

（保健所）

医療政策班

（医療政策課）

県災害対策本部

（防災危機管理課）

県地区災害対策本部

（県土整備事務所等）

薬事衛生班

（薬事衛生課）

医薬品等が
不足する場合

市町村
地域災保健医療

対策会議

（保健所）

医療政策班

（医療政策課）

県災害対策本部

（防災危機管理課）

伝達の流れ（主）

収集の流れ

伝達の流れ（副）

（消防）

災害拠点病院等

市町村

地域災害保健医

療対策会議

（保健所）

医療政策班

（医療政策課）

県災害対策本部

（防災危機管理課）

市町村

地域災害保健医

療対策会議

（保健所）

医療政策班

（医療政策課）

県災害対策本部

（防災危機管理課）
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（２）交通情報 

  ○道路 ○鉄道 ○バス ○空港 ○船舶

  ■ 情報伝達経路 

【 医療救護情報の場合 】           【 医療救護関連の情報 】 

西日本高速道路株式会社、

各交通会社・事務所 等

地域災害保健医

療対策会議

（保健所）

医療政策班

（医療政策課）

道路維持課、

交通対策課

県災害対策本部

（防災危機管理課）

県地区災害対策本部

（県土整備事務所等）



- 15 - 

第２節  医療救護体制の整備

第１ 基本的な考え方 

１ 趣旨 

災害発生時には、広域あるいは局地的に医療救護を必要とする多数の傷病者が 

    発生するとともに、数多くの医療施設が被害を受け、十分な医療の提供が困難な 

    状況になることが予想される。 

このため、被災地内外の災害拠点病院、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び 

医療救護班が連携して効果的な医療救護活動を行う必要があり、すべての医療救 

護活動を統制可能な体制の整備を図る。 

 また、県内で大規模な災害等が発生した場合は、医療チーム等、様々な保健医

療活動チームが派遣されるが、その派遣調整、保健医療活動に関する連携、整理

及び分析等の保健医療活動の総合調整を担うため島根県保健医療調整本部を設置

する。 

  なお、県内体制で対応できない災害に備え、国及び他の都道府県等の広域的な 

連携も想定した体制整備を図る。 

さらに、医療救護活動に必要な医療用資器材・医薬品等の調達・搬送も含めた 

    体制を構築する。 

これらの医療救護体制の整備を推進するため災害医療関係機関連絡会議を設置 

し、平時より関係機関相互の情報共有を推進する。 

【用語の定義】 

◯災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

   ・ＤＭＡＴとは、災害発生直後の急性期（概ね48時間以内）に活動が開始できる機

動性を持ち、災害現場における救命活動を含む専門的な研修訓練を受けた医療チ

ーム 

   ・ＤＭＡＴ１隊の構成は、島根県災害派遣医療チーム設置運営要綱に基づき、医師

１～２名、看護師１～３名、業務調整員１～２名の５名程度を基本とし、主な活

動は、本部活動、広域医療搬送、病院支援、地域医療支援、現場活動等 

◯医療救護班 

   ・災害発生後の急性期から中長期的な活動を担い、病院や災害医療関係機関の医 

師等により臨時的に構成される医療チーム 

・主な活動は、救護所・病院支援、地域医療支援等 
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２ 対策の体系 

３  留意点 

（１） 災害発生からの時間の経過に伴い医療救護に係るニーズが変化することか

ら、県、市町村、各医療機関及び防災関係機関は、それぞれの段階における

医療ニーズに対応した医療救護活動を行うための体制整備を図る必要があ

る。

（２） ＤＭＡＴ、医療救護班、災害拠点病院が連携し効率的な医療救護活動を行う

ためには、派遣元の団体の違い等にかかわらず全体の活動を統制する必要が

あり、そのために指揮命令系統と権限を明確化する必要がある。

（３） 県、市町村、各医療関係機関及び防災関係機関が、連携協力し、効果的な医

療救護活動を実施するためにはあらかじめ役割分担を明確にしておくとと

もに、災害の状況に応じて臨機応変に対応する必要がある。

（４） 大規模災害が発生した場合、県内の医療チームや後方医療機関だけでは対応

することが困難な状況に陥ることが考えられることから、隣接県をはじめと

した他の自治体等との連携など災害時の広域的な連携体制の整備が必要で

ある。

医

療

体

制

の

整

備

医薬品・医療用資器材等の整備

後方搬送体制の整備 

ＤＭＡＴによる医療救護体制整備

災害拠点病院等による医療救護体制整備

医療救護班による医療救護体制整備

広域連携体制の整備
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第２ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による医療救護体制の整備 

災害発生直後の超急性期、急性期においては、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が、 

主に被災地内の災害拠点病院に参集し、被災地での情報収集、病院支援、地域・広域 

医療搬送、現場活動等を行う。 

   災害拠点病院はＤＭＡＴを保有することとされており、所属する職員に厚生労働省

が実施するＤＭＡＴ養成研修を受講させるとともに各種の訓練に参加させ、また、資

機材等の整備を行うことにより災害時における派遣体制を整備する必要がある。 

県は、保健医療計画において、ＤＭＡＴ指定医療機関数やチーム数の目標を掲げ、

中長期的に災害医療体制の強化を目指すこととしている。 

 また、災害時に、各ＤＭＡＴ本部の責任者として活動する資格を有する統括ＤＭＡ 

Ｔ登録者の育成も必要である。 

第３ 災害拠点病院等による医療救護体制の整備 

１ 後方医療機関 

後方医療機関とは災害発生時において、救護所等では対応できない重症患者等を 

受け入れ、治療及び入院等の救護を行うものである。 

 平常時より救急患者の受入体制を充実・強化することにより災害時の後方医療機

関としての体制整備を図る。 

２ 災害拠点病院等 

後方医療機関のうち、救急告示病院であって①重篤救急患者の救命医療を行うた

めの高度な診療機能、②被災地からの一時的な重症患者の受け入れ機能、③ＤＭＡ

Ｔ等の派遣・受入機能、④傷病者等の受け入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機

能を有し、地域における災害医療の提供の拠点となる病院を地域災害拠点病院とし

て県が指定している。 

また、全県域の地域災害拠点病院を支援し、災害医療の中心的な役割を担う基幹

災害拠点病院を指定している。 

なお、救急告示病院のうち、①被災地からの一時的な重症患者の受入機能、②医

療救護班の派遣機能、③傷病者の受け入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能を

有し、災害発生時において災害拠点病院と連携して医療提供を行う病院を災害協力

病院として県が指定する。 
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県内の災害拠点病院等の設置状況とそれぞれの病院機能は以下のとおりである。 

（◎＝ＤＭＡＴ指定医療機関） 

【 災害拠点病院設置状況 】令和 3年 1月 1日現在 

区 分 医療圏 災害拠点病院 病床数 指定日 

基幹災害拠点病院 ◎県 立 中 央 病 院  618 H 8.11.29 

地域災害拠点病院 

松江圏 
◎松 江 赤 十 字 病 院 

◎松 江 市 立 病 院  

599 

470 

H 8.11.29 

H15.12.17 

雲南圏 ◎雲 南 市 立 病 院 281 H 8.11.29 

出雲圏 ◎島根大学医学部附属病院 600 H23.11. 7 

大田圏 ◎大 田 市 立 病 院  229 H11. 2. 1 

浜田圏 
◎済 生 会 江 津 総 合 病 院  

◎浜 田 医 療 セ ン タ ー 

300 

365 

H 8.11.29 

H25. 1.11 

益田圏 ◎益 田 赤 十 字 病 院  284 H 8.11.29 

隠岐圏 ◎隠岐広域連合立隠岐病院 115 H 8.11.29 

【 災害協力病院設置状況 】令和3年1月1日現在

区 分 医療圏 災害協力病院 病床数 指定日 

災害協力病院 

松江圏 

◎松 江 生 協 病 院  

地域医療機能推進機構玉造病院

安 来 市 立 病 院  

351 

214 

148 

H25.12.12 

H25.12.12 

H25.12.12 

雲南圏 

町 立 奥 出 雲 病 院  

平 成 記 念 病 院  

飯 南 町 立 飯 南 病 院 

98 

115 

48 

H25.12.12 

H25.12.12 

H25.12.12 

出雲圏 
出雲市立総合医療センター 

出 雲 徳 洲 会 病 院 

199 

183 

H25.12.12 

H25.12.12 

大田圏 公 立 邑 智 病 院  98 H25.12.12 

益田圏 
益田地域医療センター医師会病院

六 日 市 病 院 

279 

110 

H25.12.12 

H25.12.12 

隠岐圏 隠岐広域連合立隠岐島前病院 44 H25.12.12 

【 各病院における機能 】

（１）地域災害拠点病院としての機能の確保 

災害拠点病院としての医療機能を確保するために、以下の整備が必要である。 

・一時的な重症傷病者の受入れ及び傷病者に対応した診療設備・資機材等を 

保有 
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・被災地へのＤＭＡＴの派遣体制があること 

・診療機能を有する施設の耐震化 

・衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備 

・通常時の６割程度の自家発電装置等を保有し、３日分程度の燃料を確保 

・食料、飲料水、医薬品等の３日分程度の備蓄 

・少なくとも３日分の容量の受水槽を保有しておくこと又は停電時に使用可能な

地下水利用のための設備（井戸設備を含む）を整備することが望ましいこと 

・原則、病院敷地内にヘリポートを有すること 

・地域の救急告示病院とともに定期的な訓練を実施すること 

 （２）基幹災害拠点病院としての機能の確保 

    基幹災害拠点病院としての医療機能を確保するために、以下の体制整備が必要で

ある。 

・地域災害拠点病院機能を更に強化し、災害医療に関する県の中心的な役割 

     ・複数のＤＭＡＴを保有し、救命救急センターであること 

・病院機能を有する全ての施設が耐震構造であること 

・病院敷地内にヘリポートを有すること 

・県内病院の災害関係医療従事者対象の災害医療研修等の実施 

（３）災害協力病院としての機能の確保 

災害協力病院は、以下の体制整備が必要である。 

・一時的な重症傷病者の受け入れ及び傷病者に対応した医療機器・資機材等 

を保有 

・被災地への医療救護班の派遣体制があること 

・傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応 

３  後方医療機関の防災体制の確立 

後方医療機関となる各医療機関は、災害発生時に入院患者の安全を確保するため

の行動計画や停電、断水等の被害に対応するための病院防災マニュアルを作成・

習熟し、応急対応について関係事業者と協議するなど、平常時から医療救護体制

を整備しておくものとする。 

第４ 医療救護班による医療救護体制の整備 

１  医療救護班の派遣調整体制の整備 

災害時において医療救護班の受入や派遣調整等を行う県医療救護班調整本部に 

    おいて、迅速かつ円滑な派遣調整ができるように、平常時から「災害医療関係機 
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    関連絡会議」を開催して、関係機関間の役割の再確認や訓練計画等の情報を共有 

し、連携強化を図る。 

また、各地域においても、災害時における被災地の情報収集や医療救護班等の

配置調整等を迅速かつ円滑に対応できるよう、県、市町村及び医療関係機関によ

る「地域災害保健医療対策会議」を開催して、関係機関相互の連携強化を図る。 

２  医療救護活動に係る協定締結 

災害発生後、ＤＭＡＴ派遣に続き切れ目なく医療救護班の派遣を行うため、県

と医療関係団体とは災害時の医療救護活動に係る協定を締結し、費用負担や役割

分担など医療救護班の派遣に関して必要な事項をあらかじめ取り決めておく。 

医療救護班の編成においては、病院や医師会等の医療関係団体で班編成を行う

が、円滑な班編成を行うため、予め医療救護班の編成について調整手順を定め、

災害が発生した場合にすぐに派遣できるよう体制を整えておく。 

第５  広域連携体制の整備 

１  広域医療支援の強化 

大規模災害時においては、広域にわたって極めて多くの負傷者が出ることから、

県内で派遣できる医療チームや後方医療機関のみでは対応ができない場合や、医薬

品や医療材料が十分に調達できない場合も想定される。このため、外地域からの支

援を得るための広域的な医療協力体制の整備を進める。 

具体的には、中国５県、中・四国９県、全国の災害時相互応援協定に基づく医療

支援の円滑な実施のための関係者との協議を進め、医療相互応援体制を整備する。 

【広域災害時協定】 

「中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定」    

「中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定｣ 

｢全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定｣ 

第６  後方搬送体制の整備 

１  特別に配慮を要する患者への対応 

避難が必要な避難行動要支援者は、市町村が把握し避難対応を行うこととなるが、

避難行動要支援者とならない要配慮者への避難対応及び、避難後における要配慮者

（避難行動要支援者を含む）に対する医療対応は、対象となる患者の疾病によって

関係機関が異なることから、市町村、県及び関係機関が連携をとりながら対応する。 

（１）透析患者への対応 

人工透析が必要な腎不全患者に対する適切な医療を確保するための体制を整備 
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する。 

   （２）在宅難病患者等への対応 

人工呼吸器使用等の在宅難病患者等に対する医療の確保整備を行うとともに、 

搬送・救護体制についても関係機関との合同訓練等を通じて、円滑な搬送体制の 

確保に努めるものとする。 

  【用語の定義】 

２  広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備 

県は、遠方の広域後方医療機関への傷病者の搬送に当たり、広域搬送拠点をあら

かじめ指定のうえ、そこで実施する傷病者の搬送に必要となる緊急度による治療の優

先度判定（トリアージ）や救急措置等を行うための臨時医療施設の設備等の整備を行

う。 

  【用語の定義】 

第７ 医薬品・医療用資器材等の整備 

１ 医薬品・医療用資器材等の調達体制の整備 

災害時には、多量の医薬品・医療用資器材等（以下医薬品等とする。）の需要が見 

込まれるため、医薬品・医療用資器材等の調達・供給体制の整備に努めるものとす 

る。 

(1) 災害拠点病院等の後方医療機関 

平常時より入院患者の３日分程度の備蓄を確保し、災害発生時に多数の患者が来 

院することや職員が帰宅困難となることを想定した体制整備に努める。 

(2) 医療救護班 

県が派遣する医療救護班に対しては、予め整備している携行医薬品等リストに基 

づき、県が用意する。 

(3) 医療救護所 

     医療救護所における医薬品等については、その設置者が確保するものとする。 

ＳＣＵとは、被災地域及び被災地外の搬送拠点での広域医療搬送や地域医療搬送に際し

て設置され、被災地からの重症患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための臨時医

療施設をいう。参集したＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）がこのＳＣＵで医療活動を行う。

 要配慮者とは、高齢者、難病患者、障がい者、児童・乳幼児、妊産婦、外国人、観光

客・旅行者など災害時に迅速な行動が取りにくく、被害を受けやすい者をいう。

 避難行動要支援者とは、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であ

って、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。
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２ 医薬品等の補給 

医療救護所を設置する市町村からの医薬品等の不足が生じ、県に要請があった場 

合、県薬事衛生班（薬事衛生課）が対応するものとし、県薬事衛生班（薬事衛生課） 

は、医薬品等の補給体制を整備しておく。

(2) 医療品卸業協会等との協定による確保体制 

県薬事衛生班（薬事衛生課）は、医薬品卸業協会、一般社団法人日本産業・医療 

ガス協会中国地域本部、医療機器販売業協会との協定に基づき、災害時の医薬品等 

の円滑な供給を確保するための体制の整備に努める。 

３  医薬品等の備蓄方針 

県薬事衛生班（薬事衛生課）は、大規模災害に備え、広域防災拠点において、必 

要最小限の医薬品等の備蓄を行う。 

４  医薬品等の輸送について 

県薬事衛生班（薬事衛生課）は、被災市町村等から要請があった場合は、協定書 

に基づき医薬品等の輸送を行う。 

第３節  防災訓練

第１  基本的な考え方 

１  趣旨 

災害発生時において、県、市町村医療関係機関及び防災関係機関等は、地域防災

計画及びそれに基づき各機関が作成するマニュアルの定めるところにより医療救護

活動を実施することとなるが、これらの医療救護を円滑に行うために、平常時から

県、市町村、医療関係機関及び防災関係機関が協力し、各種訓練を継続的に実施し、

災害に備えておく。 

２  対策の体系 

防

災

訓

練

総 合 防 災 訓 練

災 害 拠 点 病 院 等 訓 練

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ 訓 練
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３  留意点 

(1) 医療関係機関及び防災関係機関等は、各種訓練を実施するにあたっては、さま 

ざまな被害を想定し、訓練の目的を具体的に設定した上で、災害種別及び被害の 

想定を明らかにするとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練 

環境などについて具体的な設定を行い、実践的なものとなるよう工夫する。 

また、医療救護活動を習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練 

の実施にも努めるものとする。 

 (2) 訓練終了後は、訓練結果を踏まえた評価により問題点・課題を明確にし、必要

に応じ計画・マニュアル等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう

努める。 

第２ 総合防災訓練 

県は、広域的に市町村が連携して行う防災訓練に参加し、県災害対策本部、地区

災害対策本部の設置・運営訓練など県自らの訓練の中で、医療救護に係るＤＭＡＴ

調整本部等や地域災害医療対策会議等の訓練を実施する。 

市町村は、地域における一次的な防災機関として円滑な医療救護活動を実施する 

ため、総合訓練に救護所の設置運営等の医療救護活動に係る訓練も加え、関係機関 

と連携し訓練を実施する。 

また、医療関係機関及び防災関係機関は、県、市町村が実施する訓練に積極的に 

参加し、自らの役割や行動手順等の確認を行う。 

第３  災害拠点病院等 

災害拠点病院を始めとする医療機関及び医療関係団体は、病院内における災害対

応訓練はもとより、県、市町村の実施する防災訓練に積極的に参加する。 

訓練を実施する際には、後方医療機関としての訓練のほか、ＤＭＡＴ活動訓練を

含めるとともに、医療関係団体等の医療救護班及び防災関係機関等との連携を図り、

効果的な医療救護訓練を実施する。 

第４ ＤＭＡＴ訓練等 

ＤＭＡＴ訓練については、中国地区ＤＭＡＴ連絡協議会の主催による、本部活動、

地域医療搬送、病院支援訓練等の中国５県合同実動訓練と国の主催によるＤＭＡＴ技

能維持研修がある。 

ＤＭＡＴを保有する医療機関は、これらの訓練や研修にＤＭＡＴを積極的に参加さ

せ、災害時の医療救護に係る知識、技能の習熟を図る。 
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第３編 医療救護（応急対策） 

 第１章 県内大規模災害における対応  

第１節 基本的な考え方 

第１ 趣旨 

災害時には、広域あるいは局地的に、救助・医療救護を必要とする多数の傷病者が出

ることが予想され、また、医療機関自体も被害を受け混乱が予想される。 

このような状況下で被災者の救護に万全を期すために、県は、医療情報の収集伝達に

努め、迅速に初動医療体制を確立する。 

県、市町村、医療関係機関及び各防災関係機関は、密接な連携の下に一刻も速い救命

処置、負傷者等の搬送を行い、迅速かつ適切な医療救護活動を行う。 

一人でも多くの生命と健康を守るため、関係者全員が一体となって医療救護を実施す

ることが肝要である。 

第２ 体系 

医 療 救 護 活 動

医 薬 品 ・医 療 用 資 器 材 等 の 調 達

傷 病 者 の 搬 送

特別に配慮を要する患者への対応

県

内

大

規

模

災

害

に

お

け

る

対

応
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第３ 医療救護期間の区分 

災害発生から時間の経過に伴う医療ニーズの変化によって必要とされる対応が異なる

ため、災害発生直後からおよそ１か月後までを３つのフェーズに分け、各フェーズにお

ける対応を明確にする。 

なお、フェーズの間隔や進行は、災害の規模や種類に応じて変動する可能性がある。 

区 分 災害期 時間の経過 
おもに活動する

医療チーム等 

フェーズⅠ 
【発災直後】 

【超急性期】 

発災直後～ 

およそ３日後 
ＤＭＡＴ 

フェーズⅡ 
【超急性期】 

【急性期】 

発災後およそ１日～ 

およそ１週間後 

ＤＭＡＴ 

医療救護班 

フェーズⅢ 

【急性期】 

【亜急性期】 

【慢性期】 

発災後およそ３日～ 

およそ１か月後 
医療救護班 

第４ 留意点 

１ 臨機応変かつ柔軟な医療救護の実施 

大規模災害時には、被災地の数多くの医療機関が被害を受け、医療行為そのものがで

きない場合や想定外の事態も発生するため、各関係機関等は臨機応変かつ柔軟な医療救

護を実施する。 

また、道路の被害等により傷病者の搬送にも支障が生じると考えられることから、医

療機関の選定や搬送経路の決定においては、被災状況に応じて柔軟に対応していく。 

２ 指揮命令系統の明確化 

ＤＭＡＴ、医療救護班、災害拠点病院が連携し効率的な医療救護活動を行うためには、

派遣元の団体の違い等にかかわらず全体の活動を統制する必要があり、あらかじめ定め

た指揮命令系統を遵守するとともに、責任者が不在の場合の代理など柔軟な運用を行う。 

３ 多分野の関係機関等との連携 

 多分野の関係機関等が連携協力し、より効果的な医療救護活動を実施するため、あら

かじめ定めた役割分担に従った活動を優先しつつ、現場の実情に応じた相互支援活動を

行う。
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第５ 関係機関等の体制及び役割 

主体 体制 主な役割 

県災害対策本部 

【保健医療調整本部】 

（医療政策班） 

【責任者】 

健康福祉部長 

【班長】 

医療政策課長 

【班員】 

医療政策課職員 

【場所】 

県庁本庁舎６

階、医療政策課

または会議室等 

・県内の医療救護活動の総合調整 

・医療救護に関する情報収集・提供 

・県地区災害対策本部（保健班）の活動支援 

・国、他都道府県等への医療支援要請 

・県ＤＭＡＴ調整本部及び県医療救護班調整本部

の設置 

・災害拠点病院等の医療救護活動の調整 

・地域医療搬送、広域医療搬送の調整 

災害医療コ

ーディネー

ター 

災害医療及び県

の医療状況に精

通した者のうち

県があらかじめ

指名した者 

・医療チーム（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、

日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）及び日本

赤十字社の救護班並びに医療関係団体から派遣さ

れる医療チーム等）の派遣調整 

・被災地外への患者搬送及び受入医療機関の確保

に関する助言及び調整 

・その他医療救護活動に関する助言及び調整 

災害時小児

周産期リエ

ゾン 

小児・周産期医

療に係る県の医

療状況に精通し

た者のうち県が

あらかじめ指名

した者 

・小児・周産期医療に特化した調整役として、災

害医療コーディネーターのサポート 

県ＤＭＡＴ

調整本部 

【責任者】 

統括ＤＭＡＴの

うち県があらか

じめ指名してい

た者 

【本部員】 

ＤＭＡＴのロジ

スティクス隊

員、医療政策課

職員等 

・県内で活動するすべてのＤＭＡＴの指揮及び調

整 

・ＤＭＡＴ活動拠点本部等の設置、指揮及び調整

・県内で活動するＤＭＡＴ、医療機関へのロジス

ティクス（後方支援） 

・重症患者の受入病床及び救急搬送手段の確保、

調整 

・消防、自衛隊等との連携及び調整 

・ドクターヘリの運行と運用に関わる調整 

・厚生労働省ＤＭＡＴ事務局との情報共有 
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県医療救護

班調整本部 

【責任者】 

医療政策課長 

【構成員】 

医療関係団体、

病院、行政機関 

【事務局】 

医療政策課職員 

・災害超急性期から中長期に渡り、迅速かつ適切

な医療救護班の受け入れ及び配置調整等 

・被災地の医療機関等の医療ニーズの把握 

・各団体本部からの医療救護班派遣情報の把握 

・地域災害保健医療対策会議との連携 

・被災地域への医療資器材等の支援 

・その他必要な事項 

県地区災害対策本

部 

（保健班） 

【責任者】 

保健所長 

【班員】 

保健所職員 

【場所】 

各地域合同庁舎

または各地域保

健所 

・管内の医療機関の被災状況、救護所等における

医療ニーズに関する情報収集、提供 

・地域災害保健医療対策会議の開催 

地域災害保

健医療対策

会議 

【責任者】 

保健所長 

【構成員】 

管内の関係団

体、病院、行政

機関 

【場所】 

保健所等 

・市町村が救護所等で行う医療救護活動への支援

・管内の医療機関の被災状況、救護所等における

医療ニーズに関する情報収集、提供 

・ＤＭＡＴ活動拠点本部からの引継ぎ 

・医療救護班の要請、受入・派遣調整 

・救護所等からの傷病者の受入先調整 

・地域医療への円滑な移行支援 

市町村災害対策本

部 

（医療部門）  

・管内の医療機関の被災状況、救護所等における

医療ニーズに関する情報収集、提供 

・救護所、避難所等の設置、運営 

・傷病者の搬送 

・要配慮者の把握 

・遺体の収容、火葬・埋葬等  

災害拠点病院 

（基幹、地域） 

（共通事項） 

・多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時

に多発する重篤救急患者の高度救命診療 

・被災地からの一時的な重症傷病者の受入 
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・ＤＭＡＴ、医療救護班の受入 

・ＤＭＡＴ等の派遣 

・傷病者等の受入及び搬出を行う広域搬送対応 

・地域の医療機関への支援 

・ＤＭＡＴ活動拠点本部からの引継ぎ 

（特に基幹災害拠点病院） 

・地域災害拠点病院で対応不能な重篤患者等の受

入 

・地域災害拠点病院で必要な医療資源の投入 

災害協力病院  

・被災地への医療救護班等の派遣 

・被災地からの一時的な重症傷病者等の受入 

・傷病者等の受入及び搬出を行う広域搬送対応 

一般の病院等  

・医療機関及び地域の被害状況により軽症の傷病

者の受入れや通常の診療を実施 

・重症患者を災害拠点病院等へ搬送 

日本赤十字社島根

県支部 

・県の要請により、または自らの判断により日赤

救護班を編成し、医療救護活動を実施 

・保健医療調整本部及び地域災害保健医療対策会

議へ日赤災害医療コーディネーター及び連絡調整

員を派遣 

・保健医療調整本部の調整に従い日赤の医療救護

活動を調整 

関係団体 

（県医師会、郡市医

師会、県歯科医師

会、県薬剤師会、県

看護協会 等） 

・災害時における協定等に基づき、県の要請によ

り、医療救護班等の派遣など各団体の役割に応じ

た医療救護活動を実施 
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第６ 災害時医療救護連携体制 

フェーズⅠ 【発災直後～超急性期】（発災直後～およそ３日後） 

おもに災害超急性期に対応するため訓練されたＤＭＡＴを中心に医療救護活動が展開

する。各関係機関は、ＤＭＡＴが最大限に力を発揮できるよう連携協力し、迅速に対応

する。 

フェーズⅡ 【超急性期～急性期】（発災後およそ１日～およそ１週間後） 

おもに医療関係団体による医療救護班が活動を開始する。ＤＭＡＴの活動は医療救護 

班へ引き継がれ、ＤＭＡＴは徐々に活動を終了する。各関係機関は、切れ目なく医療救 

護活動が実施されるよう、医療救護班の派遣、受け入れ体制を速やかに整える。 

フェーズⅢ 【急性期～亜急性期～慢性期】（発災後およそ３日～およそ１か月後） 

おもに他都道府県が編成した医療救護班による活動が中心となる。医療救護班の活動 

は、地域の医師会へと引き継がれ、徐々に縮小する。各関係機関は、可能な限り早期に 

地域の医療機関による診療体制に復帰するよう、連携協力する。
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第２節 医療救護活動 

第１ フェーズⅠ 発災直後～超急性期（発災直後～およそ３日後） 

１ 活動体制の確立 

 ◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所）、市町村、医療機関、関係団体 

災害が発生し、または発生することが予想される段階において、迅速・的確な応

急対策を実施するため、関係機関等は、第一に各々の活動体制を早急に確立する必

要がある。 

(1)県（健康福祉部医療政策課） 

ア 県（健康福祉部医療政策課）は、県災害対策本部が設置された場合、災害対策

本部内に医療政策班を設置し、災害医療コーディネーターに参集を要請する。 

 また、県（健康福祉部医療政策課）は、災害医療コーディネーターの依頼によ

り、災害時小児周産期リエゾンに参集を要請する。 

イ 県（健康福祉部医療政策課）は、県災害対策本部の設置にかかわらず、島根県

災害派遣医療チーム設置運営要綱の待機基準に該当する場合は県内のＤＭＡＴに

待機を要請する。 

○主な医療ニーズ 

 ・傷病者が多数発生し、医療ニーズが短時間で拡大 

 ・軽症者が自力で病院や医療救護所等に殺到 

 ・救助された外傷系の傷病者の医療機関への搬送 

 ・入院患者数の増大、被災地外への患者搬送 

○主な活動内容 

 １ 活動体制の確立 

 ２ 情報収集・伝達 

 ３ ＤＭＡＴ派遣・受入調整、ＤＭＡＴ活動 

４ 医療機関における活動 

５ 関係団体による活動 
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ウ 県（健康福祉部医療政策課）は、島根県災害派遣医療チーム設置運営要綱の出

動基準に基づきＤＭＡＴの派遣要請を行う場合は、県ＤＭＡＴ調整本部を設置し、

統括ＤＭＡＴに参集を要請する。 

エ 県（健康福祉部医療政策課）は、県ＤＭＡＴ調整本部の設置後、災害医療コー

ディネーターと協議の上、適時に県医療救護班調整本部を設置する。 

(2)県（保健所） 

県（保健所）は、県地区災害対策本部が設置された場合、県地区災害対策本部内

に保健班を設置する。 

また、県医療救護班調整本部が設置された場合及び必要に応じて地域災害保健医

療対策会議の設置に向けて準備を開始する。 

(3)市町村 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき市町村災害対策本部が設置された場合、

医療救護活動を担当する部門を設置する。 

(4)災害拠点病院等 

災害拠点病院等は、県の要請により被災患者の受け入れ準備を行うとともに、必

要に応じて院内災害対策本部を設置する。 

(5)関係団体 

 医師会等の医療関係団体は、必要に応じて災害対策本部等を設置する。 
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２ 情報収集・伝達 

 ◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所）、市町村、医療機関、関係団体 

災害時において県、市町村及び関係機関等が相互に密接な連携のもとに医療救護

活動を実施するためには、迅速かつ的確に情報を収集・伝達する必要がある。 

情報の迅速かつ的確な把握は、あらゆる医療救護対策の基本となる重要な事項で

あるため、通信手段の途絶等が発生し被害状況の把握が十分にできない場合は、安

全を確保のうえ現地に職員を派遣するなど、あらゆる手段を尽くして情報の把握に

努める。 

また、把握した情報を伝達する際は、あらかじめ定められた手段により迅速かつ

的確に伝達するとともに、通信手段の途絶等が発生した場合においては、あらゆる

手段により情報を伝達する。 

(1)ＥＭＩＳによる情報収集・伝達 

ア 県医療政策班（医療政策課）は、ＥＭＩＳを災害モードへ切替えるとともに、

医療機関へＥＭＩＳへの入力を依頼する。 

イ ＥＭＩＳ参加医療機関は、災害発生直後の建物被害状況、ライフラインの状況

等について速やかにＥＭＩＳへ入力する。また、被害状況の詳細や患者受入可能

状況、応援の要否などが判明次第、入力情報を随時更新する。 

  なお、ＥＭＩＳが使用できない場合については、様式２により県（保健所）へ

報告する。 

ウ 県（保健所）は、ＥＭＩＳの入力状況を確認し、管内の医療機関の被災状況を

把握するとともに、入力のない医療機関の状況について、市町村からの情報や直

接確認した情報等をもとにＥＭＩＳへ代行入力する。 

  また、情報収集した内容について、県（健康福祉部医療政策課）へ報告する。 

エ 県医療政策班（医療政策課）は、ＥＭＩＳの入力状況を確認し、管内の医療機

関の被災状況を把握するとともに、入力のない医療機関の状況について、保健所

からの情報等をもとにＥＭＩＳへ代行入力する。 

  また、ＥＭＩＳにより、厚生労働省や他都道府県等へ情報を提供する。 

○ＥＭＩＳで情報伝達する主な内容 

 ・医療機関の被災状況、稼働状況 

 ・医療機関のライフラインの状況 

 ・受け入れ可能患者数 

 ・その他必要な事項 
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(2)ＥＭＩＳ以外による情報収集・伝達 

ア 市町村は、管内の人的被害に関する情報や救護所情報等について、県（保健所）

へ報告するよう努める。 

イ 県（保健所）は、市町村からの情報や直接情報収集した内容について、県医療

政策班（医療政策課）へ報告する。 

ウ 医師会等の医療関係団体は、各団体において被災状況や活動状況について情報

収集し、県（保健所）へ報告する。また、各団体の上部団体を通じて、県医療政

策班（医療政策課）へ報告する。 

エ 県医療政策班（医療政策課）は、ＥＭＩＳの入力状況及び市町村、医療機関、

関係団体からの報告、又は調査により、医療機関の被災状況、傷病者の受入可能

状況、ライフラインの状況等を把握し、県災害対策本部へ報告する。 

３ ＤＭＡＴ派遣要請、指揮及び調整、ＤＭＡＴ活動 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、ＤＭＡＴ指定医療機関 

(1)県ＤＭＡＴ調整本部は、ＥＭＩＳ等を通じて収集した情報を分析し、統括ＤＭＡＴ

の助言のもとＤＭＡＴの派遣要請の要否について判断する。 

(2)県ＤＭＡＴ調整本部は、災害派遣医療チーム設置要綱及びＤＭＡＴの派遣に関する

協定書に基づき、ＤＭＡＴ指定医療機関の長に対し、ＤＭＡＴの派遣要請を行う。 

○ＥＭＩＳ以外で情報伝達する主な内容 

【医療救護関連情報】（県医療政策班（医療政策課））から保健所へ伝達） 

・交通情報（被災地の道路・空港の通行・利用可否に関する情報） 

・ライフライン情報（水道・電気・ガス等のライフラインの利用可否情報） 

【医療救護情報】（保健所から県医療政策班（医療政策課））へ報告） 

・人的被害情報（被災地における人的被害に関する情報） 

・救護所情報（救護所の開設状況及び医療スタッフ等医療資源の充足状況等） 

・建物情報（医療機関の建物等の被害状況、通信・ライフライン等の状況等） 

・病院情報（患者受入数、受入の可否、災害拠点病院の空床数、スタッフ数、 

医薬品在庫等医療資源の充足状況等） 

・救護活動情報（ＤＭＡＴ、医療救護班の活動状況等） 
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(3)ＤＭＡＴ指定医療機関は、出動要請を受けたときはチームを編成し、出動可能な場

合にＤＭＡＴを出動させる。 

(4)県ＤＭＡＴ調整本部は、県内の大規模災害時には、必要に応じて、直接または厚生

労働省を通じて他の都道府県に対し、ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

(5)県ＤＭＡＴ調整本部は、必要に応じて災害拠点病院等にＤＭＡＴ活動拠点本部を設

置し、ＤＭＡＴ活動拠点本部は、県ＤＭＡＴ調整本部の指揮下で、参集したＤＭＡ

Ｔの指揮及び調整等を行う。 

(6)ＤＭＡＴは、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき、おもに以下の活動を実施する。 

ア 本部活動  

配置されたＤＭＡＴ本部における業務に従事する。 

イ 病院支援 

派遣先の病院長の指揮の下で，当該病院のＥＭＩＳ入力や医療活動を支援する。 

ウ 傷病者搬送 

傷病者搬送時におけるトリアージや診療に従事する。 

エ 現場活動 

当該地域で活動中の消防機関等と連携し，傷病者の医療機関への早期搬送に結び

つけるよう、トリアージや緊急処置等に従事する。 

オ 情報収集 

必要に応じ，被災地の病院の支援の要否や避難所等の医療ニーズなどの情報を収

集する。 
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４ 医療機関における活動 

 ◆実施機関 医療機関 

(1)医療機関が共通して行う活動 

医療機関の規模等により活動内容が異なるため、大規模災害時の標準的な事項に

ついて示すものとする。 

ア 安全確保と避難等 

・災害発生後、直ちに患者等の安全確認を行うとともに、傷病者が発生した場合

には必要な応急処置を行う。 

・建物崩壊や火災の延焼、浸水の危険がある場合は、患者等を安全な場所へ避難

させる。なお、避難先、受入先は事前に定めておく。 

・患者及び職員の安全確保を最優先し、当面の安全が確保され次第、活動を開始

する。 

イ 被害状況及び稼働状況の把握と報告等 

おもに以下の状況を速やかに把握し、ＥＭＩＳへ把握した情報を随時入力する

とともに、保健所の関係機関へ報告する。 

・職員の安全確認と勤務可能人員 

・施設・設備の被害状況及び稼働状況、二次被害の危険性 

・診療の可否、受入可能患者数、診療科目等 

ウ 院内での医療救護活動 

・不急の手術・検査・外来診療等を延期する。 

・多数の傷病者に対応するため、傷病者の流れを一定方向とする診療スペースを

確保する（受付、トリアージ実施場所、診療場所、遺体安置所等の確保）。 

・傷病者へのトリアージを実施する。 

・傷病者の転院搬送が必要な場合は、必要に応じて消防機関等に搬送を要請する。 

・傷病者への診療・検査・手術等 

・医薬品・医療用資器材等が不足する場合は、必要に応じ市町村に補給を要請す

る。 

エ 医療救護班の派遣要請及び活動への協力 

・自院の医療スタッフのみでは，来院する多数の傷病者への対応に支障を来すと

判断した場合，地域災害保健医療対策会議（保健所長）に医療救護班の派遣を

要請する。 

・各施設の管理者は、地域災害保健医療対策会議（保健所長）の指示に協力し、

地域の医療体制の確保に努める。 
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 (2)災害拠点病院 

災害拠点病院は、上記(1)の活動も行うが、特に災害時に医療救護活動の中心とな

る医療機関として、次の機能を担う。 

特に、基幹災害拠点病院は、災害時における県の中心となる医療機関として、次

の機能を担う。 

(3)災害協力病院 

災害協力病院は、災害拠点病院と連携して傷病者等を受け入れるとともに、医療

救護活動に積極的に協力する。 

上記(1)の活動も行うが、災害協力病院として、次の機能を担う。 

５ 関係団体による活動 

◆実施機関 医療関係団体 

関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、日本赤十字社島根県支部等）

は、県との協定等に基づき、県からの要請により医療救護活動等を行う。 

(1)関係団体は、各団体において被害情報等を収集し、県医療救護班調整本部及び地域

災害保健医療対策会議へ情報提供する。 

(2)関係団体は、県からの要請があった場合、協定等に基づき、医療救護班要員を確保

し、県医療救護班として派遣する。 

・多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医

療を行うための高度の診療機能 

・被災地からの一時的な重症傷病者の受入機能 

・ＤＭＡＴ、医療救護班の受入機能 

・ＤＭＡＴの派遣機能 

・傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能 

・地域の医療機関への支援機能 

・地域災害拠点病院で対応不能な重篤患者等の受入 

・地域災害拠点病院で必要な医療資源の投入 

・被災地への医療救護班等の派遣 

・被災地からの一時的な重症傷病者等の受入 

・傷病者の受入及び搬出を行う広域搬送への対応 
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第２ フェーズⅡ：超急性期～急性期（発災後およそ１日～およそ１週間後） 

１ 活動体制の確立 

  ◆実施機関 県（保健所）、医療機関、医療関係団体 

(1)県（保健所） 

保健所長は、可能な限り早期に地域災害医療対策会議を招集する。ただし、被災

状況によって、会議メンバーの招集が困難な場合においては、保健所長は地域保健

災害医療対策会議に諮ることなく必要な措置をとることができる。 

２ 情報収集・伝達 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所）、市町村、医療機関、医療関係団

体 

情報収集・伝達については、フェーズⅠに引き続き実施する。 

３ 医療救護所における活動 

◆実施機関 県（保健所）、市町村、医療機関 

(1)市町村は、必要に応じて、事前に定める場所（医療機関等）に医療救護所を設置し、

住民に周知する。 

○主な医療ニーズ 

 ・救出者及び遺体が多数発見 

・救助された外傷系の傷病者の医療機関への搬送 

 ・入院患者の被災地外への患者搬送 

 ・外傷系の患者は徐々に減少 

 ・避難所等への巡回診療ニーズが徐々に拡大 

○主な活動内容 

 １ 活動体制の確立 

２ 情報収集・伝達 

３ 医療救護所における活動 

４ 医療救護班の派遣要請・受入調整 

５ ＤＭＡＴ活動から医療救護班活動への移行 

６ 関係団体による活動 
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(2)市町村は、医療救護所を設置した場合、設置場所や傷病者の状況、支援の必要性等

について、様式１により地域災害保健医療対策会議（保健所長）に報告する。 

(3)市町村は、医療救護所における医療救護活動について、単独の市町村による対応が

困難な場合においては、地域災害医療対策会議（保健所長）に支援を要請する。そ

の後の医療救護所で活動する医療救護班の配置先、継続の必要性等の判断は、地域

災害医療対策会議（保健所長）が行う。 

なお、市町村は、地域災害保健医療対策会議（保健所長）と協力して医療救護所

の運営を行う。

(4)地域災害医療対策会議（保健所長）は、医療救護所の設置状況等について市町村か

ら報告があった場合、速やかに県医療救護班調整本部に報告する。 

(5)地域災害医療対策会議（保健所長）は、医療救護所における医療救護活動状況の把

握に努めるとともに、必要な医療救護班の派遣等を県医療救護班調整本部に要請す

る。 

(6)県医療救護班調整本部は、地域災害保健医療対策会議（保健所長）からの要請の内

容に応じて、医療救護班の派遣調整や傷病者の搬送調整といった支援について迅速

に対応する。 

（医療救護班の派遣調整と活動内容については次項を参照。また、傷病者の搬送につ

いては第４節「傷病者の搬送」を参照。） 

４ 医療救護班の派遣調整と活動 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所） 

(1)情報の共有 

県医療救護班調整本部は、県ＤＭＡＴ調整本部及び地域災害医療対策会議と連携

し、被害情報及び医療ニーズ、医療救護班の活動状況等を把握するとともに、災害医療

関係機関連絡会議で情報を共有する。

○医療救護所の主な役割 

・重症患者、中等症患者、軽症患者の治療優先順位の振り分け（トリアージ） 

・中等症患者及び重症患者の応急処置並びに軽症患者に対する処置 

・災害拠点病院等の後方病院への患者搬送の要請 

・医療救護活動の記録 

・遺体搬送の手配 （搬送及び遺体安置所への収容は市町村災害対策本部が 

関係機関・団体等の協力を得て行う。） 
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(2)医療救護班の派遣要請 

地域災害保健医療対策会議（保健所長）は、医療救護所等での医療救護活動にお

いて、市町村から支援の要請があった場合、または、管内の医療ニーズを把握した

上で必要と認めた場合、県医療救護班調整本部に対して、医療救護班の派遣を要請

する。 

県医療救護班調整本部は、地域災害保健医療対策会議（保健所長）の要請により、

日本赤十字社県支部、国立病院機構、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看

護協会等の県内医療関係団体、県内の被災地外の病院等に医療救護班の派遣を要請

する。 

また、県医療救護班調整本部は、災害の規模に応じて、他都道府県または国に、

医療救護班の派遣を要請する。 

(3)医療救護班の派遣調整 

県医療救護班調整本部は、地域災害保健医療対策会議（保健所長）と調整して、

派遣先の割り振りを行う。その際は、なるべく同じ地域には同じ都道府県のチーム

を割り当てるように努める。 

また、避難生活の長期化等により、長期間の活動が必要な場合には、複数チーム

の引継ぎにより途切れなく医療救護活動が実施できるように努める。 

(4)地域における調整 

地域災害保健医療対策会議（保健所長）は、管内の医療救護活動の実施状況を踏

まえながら、地域外からの医療救護班の追加や派遣先の変更を県医療救護班調整本

部に要請する。 

(5)医療救護班の編成 

県医療救護班調整本部は、別に定める「災害時における医療救護活動に関する協

定書」等に基づき、医療救護班を編成し、被災地へ派遣する。 

(6)医療救護班の主な活動 

ア 診察 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置、手術その他の治療及び施術 

エ 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

オ 看護 

カ 遺体検案及び検死立会 

 キ 身元確認 

５ ＤＭＡＴ活動から医療救護班活動への円滑な移行 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課） 
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(1)医療救護活動が間断なく実施されるよう、ＤＭＡＴは救護所等での活動に際しては、

地元医師会と連携して実施するとともに、次に派遣される医療救護班へ確実に引き

継ぎを行う。 

(2)ＤＭＡＴ活動の終了及び追加派遣にあたっては、災害医療コーディネーターによる

調整の上、県（健康福祉部医療政策課）が判断する。 

(3)災害の規模に応じて、ＤＭＡＴの活動が長期間に及ぶ場合は、２次隊、３次隊等の

追加派遣で対応することを考慮する。 

６ 関係団体による活動 

◆実施機関 医療関係団体 

関係団体（県医師会、郡市医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、日本赤十字

社島根県支部 等）は、県との協定等に基づき、医療救護活動を行う。 

(1)関係団体は、各団体において被害情報等を収集し、県医療救護班調整本部及び地域

災害保健医療対策会議へ情報提供する。 

(2)関係団体は、県（健康福祉部医療政策課）の要請により、県災害医療関係機関連絡

会議へ代表者を派遣する。 

また、地域災害医療対策会議（保健所長）の要請により、会議へ代表者を派遣する。 

(3)関係団体は、県からの要請があった場合、協定等に基づき、医療救護班の要員を派

遣する。 
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第３ フェーズⅢ：急性期～亜急性期～慢性期 

（発災後およそ３日～１週間後～１ヵ月後） 

１ 情報収集・伝達 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所）、市町村、医療機関、医療関係団

体 

情報収集・伝達については、フェーズⅡに引き続き実施する。 

２ 医療救護班の派遣・受入調整 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所）、医療関係団体 

(1)地域災害保健医療対策会議は、管内の医療ニーズや避難所の活動状況を把握し、地

域外からの医療救護班の追加や派遣先の変更について、県医療救護班調整本部に要

請する。 

(2)県医療救護班調整本部は、地域災害保健医療対策会議の要請により、県内及び県外

の医療救護班の派遣・受入調整を行う。 

(3)県医療救護班調整本部は、地域医療の復旧状況について、地域災害保健医療対策会

議からの情報や現地調査等により把握し、医療救護活動の終了時期を判断する。 

○主な医療ニーズ 

 ・避難所等への巡回診療ニーズが拡大 

 ・避難所等での生活による慢性疾患、精神疾患、歯科医療へのニーズが拡大 

○主な活動内容 

 １ 情報収集・伝達 

 ２ 医療救護班の派遣・受入調整 

３ 医療救護班による活動 

４ 公衆衛生活動との連携 
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３ 医療救護班による活動 

◆実施機関 県（保健所）、市町村、医療機関、医療関係団体 

(1)医療救護班は、フェーズⅡに引き続き医療救護活動を行う。避難所等における巡回

診療ニーズが拡大することに伴い、そのニーズ対応した活動が中心となる。 

(2)医療救護班の活動終了については、地域医療の復旧に伴い、地元医師会を含めた地

域災害保健医療対策会議において検討し、県医療救護班調整本部で決定する。 

４ 公衆衛生活動との連携 

◆実施機関 県（保健所）、市町村、医療機関、医療関係団体 

別途定める「島根県災害時公衆衛生活動マニュアル」に基づき行われる公衆衛生活

動と連携し、避難所等における効率的な医療救護活動に配慮する。 
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第３節 医薬品・医療用資器材等の調達 

◆実施機関 県（健康福祉部薬事衛生課）、日本赤十字社島根県支部、島根県医師会、県

歯科医師会、市町村 

第１ 医薬品・医療用資器材等の調達 

県薬事衛生班（薬事衛生課）は、市町村から医療救護活動に必要な医薬品・医療

用資器材等の要請があった場合は、医薬品等取扱業者等から必要な医薬品・医療用

資器材等を調達する。 

第２ 輸血用血液製剤の供給 

１ 輸血用血液製剤の確保計画 

島根県赤十字血液センター（以下、県血液センターという。）は、県薬事衛生班

（薬事衛生課）、日本赤十字社血液事業本部、同島根県支部、同中四国ブロック血

液センターと連携を密にし、輸血用血液製剤（以下本節において「血液」という。）

の確保・供給に努める。 

県薬事衛生班（薬事衛生課）は、県血液センター等の血液の在庫状況の把握に努

め、関係団体と連携した広域的な確保体制を整備する。 

２ 輸血用血液製剤の確保手順 

県薬事衛生班（薬事衛生課）は、災害発生後速やかに県血液センター及び同浜田

供給出張所の被害状況及び血液の在庫数量等を把握し、必要に応じて、他の都道府

県などに対して必要な血液の確保について協力を要請する。 

県血液センターは、血液が不足するようであれば、日本赤十字社血液事業本部及

び同中四国ブロック血液センターに必要な血液の確保を要請する。 

被災するなどして県血液センターが機能しない場合、県血液センターは日本赤十

字社島根県支部内に県血液センター災害対策本部を設置し、日本赤十字社血液事業

本部及び同中四国ブロック血液センターの指示を受け、近隣県の血液センターから

血液の供給を行う。 

被災するなどして県血液センターの通信環境が機能しない場合、県血液センター

は県薬事衛生班（薬事衛生課）と連携し、各医療機関に対して日本赤十字社中四国

ブロックセンターに供給要請するよう周知する。 

医療機関の通信環境が機能していない恐れがある場合、県血液センターは必要に

応じて巡回供給を行う。 

３ 輸血用血液製剤の搬送 

医療機関への搬送は、原則として、県血液センター（機能していない場合は近隣

県の血液センター）の車両による。 

通常の交通手段が機能しないなど血液の搬送に支障がある場合、県薬事衛生班（薬

事衛生課）は県災害対策本部を通じて関係機関へヘリコプター等の搬送手段を確保

するよう要請する。 
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○ 災害時の血液供給対応フロー 

１．県血液センターが機能する場合（通信・供給可能） 

２．県血液センターが機能しない場合（通信・供給不可） 

要請 指示 応援要請 　　指示

供給要請

供給 供給

連絡 供給要請

供給

連絡 情報共有
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浜田供給出張所

島根県
（薬事衛生班）

供給要請

　　供給

中四国各県
血液対策主管課

協力要請
（必要に応じて）

日本赤十字社
血液事業本部

　　指示

他
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ロ

ッ
ク
血
液
セ
ン
タ
ー

（
6
施
設

）

要請 指示
応援要請 　　指示
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供給

供給要請 供給要請
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供給要請
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指示

　　指示

供給要請

中四国ブロック
血液センター

近隣県血液センター

日本赤十字社
血液事業本部

医
療
機
関

日本赤十字社
島根県支部

供給

協力要請島根県
（薬事衛生班）

中四国各県
血液対策主管課

浜田供給出張所

島根県赤十字
血液センター
（災害対策本部）

要請
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第４節 傷病者の搬送 

◆実施機関 県（防災部防災危機管理課、健康福祉部医療政策課、保健所）、市町村、

医療機関 

災害発生時には、多くの傷病者が被災地内の医療機関に集まり、一つの医療機関の受

け入れ能力には限りがあるため、傷病者を分散して搬送することが必要となる。さらに、

重症患者については、十分な治療継続が可能な県内外の医療機関へ搬送することが必要

となる。 

このため、関係機関においてＥＭＩＳを活用しながら医療機関の被災状況や空き病床

数（回復期の病床も含む）等、傷病者の搬送先決定に必要な情報を共有し、傷病者を迅

速かつ的確に後方医療機関へ搬送することが必要となる。 

第１ 地域医療搬送 

地域医療搬送とは、重症患者を県内または近県へ緊急搬送するため、救急車、ヘリ

コプター等により、県や市町村が主体的に行う傷病者搬送のことである。 

１ 地域医療搬送の実施 

消防機関、警察や自衛隊、海上保安庁をはじめとする関係機関は、災害現場から

後方医療機関へ救急車、ヘリコプター等により傷病者を搬送する。 

  また、県は、島根県ドクターヘリ運行要領「７ 災害時の運用」に基づきドクター

ヘリを運航し、傷病者の搬送を行う。 

２ 地域医療搬送の調整 

(1)おもにフェーズⅠにおいて、ＤＭＡＴ活動拠点本部（災害拠点病院等）は、被災地

域の傷病者の状況及び医療機関の受け入れ可能人数を把握し、消防機関等へ情報提

供を行い搬送先を調整するとともに、県ＤＭＡＴ調整本部へ搬送手段の確保を依頼

する。 

(2)おもにフェーズⅡ以降において、地域災害保健医療対策会議は、圏域内の医療機関

の受け入れ可能人数を把握し、救護所等からの傷病者の受け入れ先の調整を行う。 

(3)県医療政策班（医療政策課）は、県内の医療機関の被災状況及び受け入れ可能人数

を把握し搬送先の調整を行うとともに、県災害対策本部を通じて関係機関へ搬送手

段の確保を依頼する。 

第２ 広域医療搬送 

広域医療搬送とは、被災地内や県内の医療機関だけでは治療、収容することができ

ない重症患者を、被災地域外の都道府県へ緊急搬送するため、自衛隊の固定翼機や大

型ヘリコプター等により、国が主体的に行う傷病者搬送のことである。 
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１ 広域医療搬送の要請 

県医療政策班（医療政策課）は、県内の医療救護体制では対応できないと判断し

た場合、国及び他都道府県に対して重症患者の受け入れ要請を行う。 

２ 広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置、運営 

県医療政策班（医療政策課）は、広域医療搬送に際して、広域搬送拠点を選定、

確保するとともに、広域搬送拠点に最も近い保健所及び災害拠点病院と協力して、

ＳＣＵを設置し、参集するＤＭＡＴと連携してこれを運営する。 

ＳＣＵでは、参集するＤＭＡＴを中心に搬送対象患者の容態の安定化及び再トリ

アージを実施する。 

具体的な設置場所については、自衛隊の固定翼機や大型ヘリコプター等の発着が

可能である県管理空港（隠岐空港、出雲空港及び石見空港）のほか、災害の規模や

発生地域等を勘案して最適地を選定する。 

３ 広域医療搬送の実施 

県医療政策班（医療政策課）は、国が策定する広域医療搬送計画を受けて、直ち

に地域医療搬送計画を策定し、医療機関や消防機関等の協力を得て災害拠点病院等

から広域搬送拠点への傷病者搬送を実施する。 

第５節 特別に配慮を要する患者への対応 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、健康福祉部健康推進課、保健所）、市町村、

医療機関、医療関係団体 

第１ 透析患者への医療対応 

慢性腎不全患者の多くは、１人１回の透析に約 120 リットルの水を使用する血液透

析を週２～３回受けており、災害時にも平常時と同様の医療を要することから、適切

な医療体制を確保する。 

また、生き埋め等の圧迫による挫滅症候群に伴う急性腎不全患者に対しても血液透

析等適切な医療を行う。 

このため、県及び市町村は、日本透析医会及び透析医療機関等の協力により、透析

医療機関の被災の状況、透析患者の状況、近県も含めた透析医療の可否について情報

を収集し、透析医療機関及び患者からの問い合わせに対し情報提供できる体制を取る。

さらに、透析医療機関からの要請に応じ、水、電気、燃料などの供給、あるいは復旧

について関係機関と調整する。 

第２ 在宅難病患者への医療対応 

人工呼吸器等を使用している在宅難病患者は、病勢が不安定であるとともに継続的

な専門医療を要することから、災害時には、医療施設で救護する必要がある。 
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このため、県は、平常時から保健所を通じて難病患者の特性に配慮した「災害時個

別支援計画」の策定に協力するとともに、必要に応じて、市町村、医療機関及び近県

市町村等との連携により、適切な医療機関へ搬送する。 
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 第２章 県内局地災害（多数傷病者発生）における対応 

第１節 基本的な考え方 

第１ 趣旨 

県内で局地災害が発生し、多数傷病者が発生、または発生していると推測される場合

には、本章の記載に基づき、関係機関が連携協力し、迅速かつ適切な医療救護活動を行

う。 

第２ 対象となる災害 

大規模事故（航空機事故、鉄道事故、高速道路事故等）などによって、突発的かつ局

地的に多数の傷病者（１０名程度以上）が発生し又は発生することが見込まれ、地域の

通常の救急医療体制では対応が困難な災害を対象とする。 

第３ 体系 

第４ 留意点 

・関係機関は、あらかじめ定められた情報伝達経路により迅速かつ的確に伝達する。 

・役割分担を明確にし、関係機関が連携協力して医療救護活動を行う。 

・医療資源を集中投下し、短期間で効果的な医療救護活動を行う。 

・後方支援病院の確保・調整を迅速に行う。 

・傷病者が１０名に満たないなど、第２に該当しない場合でも、県の判断により状況

に応じて、臨機応変かつ柔軟に対応する。

情 報 の 伝 達

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ の 派 遣

医 療 救 護 班 の 派 遣

医薬品・医療用資器材等の調達

県

内

局

地

災

害

に

お

け

る

対

応

傷 病 者 等 の 搬 送
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第２節 情報の伝達 

第１ 空港災害における情報伝達 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、空港管理事務所、消防本部、医療機関、

医療関係団体 

空港災害が発生した場合、空港管理事務所は、別に定める通報連絡系統表により速

やかに伝達する。 

 この場合、あらかじめ出動するＤＭＡＴや医療救護班を定めておくことにより、空

港管理事務所及び消防本部は出動を予定している関係機関に直接に情報を伝達し出動

を要請する。 

第２ 空港災害以外の局地災害における情報伝達 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、消防本部、医療機関、医療関係団体 

空港災害以外の局地災害が発生した場合、県（健康福祉部医療政策課）は、消防本

部等からの発災情報を得て、関係機関へ速やかに情報の伝達を行う。 

第３節 ＤＭＡＴの派遣 

第１ 空港災害の場合 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、空港管理事務所、消防本部、ＤＭＡＴ指

定医療機関、医療関係団体 

  １ 空港管理事務所から災害発生の連絡を受けた消防本部は、あらかじめ出動するＤ

ＭＡＴを定めている場合においては、県（健康福祉部医療政策課）を経由せず、Ｄ

ＭＡＴの出動を該当医療機関に要請する。 

  ２ 県（健康福祉部医療政策課）は、空港管理事務所から空港災害発生の報告を受け

た場合は、速やかにＤＭＡＴ調整本部を設置する。 

  ３ 空港管理事務所又は現地のＤＭＡＴ責任者は、出動を予定していたＤＭＡＴの出

動が困難な場合又は被害の程度により医療スタッフに不足が生じる場合には、県（健

康福祉部医療政策課）にＤＭＡＴの派遣を要請する。 

  ４ 県（健康福祉部医療政策課）は、空港管理事務所又は現地のＤＭＡＴ責任者の要

請を受け、統括ＤＭＡＴの意見を参考に、関係医療機関又は他都道府県にＤＭＡＴ

の派遣を要請する。 
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５ ＤＭＡＴの派遣調整及び活動内容については、第３編 第２節 第１ ３「ＤＭ

ＡＴ派遣要請、指揮及び調整、ＤＭＡＴ活動」を参照。 

第２ 空港災害以外の局地災害の場合 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、消防本部、ＤＭＡＴ指定医療機関 

 １ 局地災害発生地で救助活動に従事する消防本部は、当該災害により、突発的かつ

局地的に多数の傷病者（１０名程度以上）が発生し又は発生することが見込まれる

場合、県（健康福祉部医療政策課）にＤＭＡＴの派遣を要請する。 

   なお、緊急かつやむを得ない場合には、消防本部は、災害発生地近隣のＤＭＡＴ

指定医療機関に対してＤＭＡＴの派遣を要請することができる。 

  ２ 県（医療政策課）は、ＤＭＡＴの派遣要請があったときは速やかにＤＭＡＴ調整

本部を設置し、統括ＤＭＡＴの意見を参考に、関係医療機関又は他都道府県にＤＭ

ＡＴの派遣を要請する。 

３ ＤＭＡＴの派遣調整及び活動内容については、第３編 第２節 第１ ３「ＤＭ

ＡＴ派遣要請、指揮及び調整、ＤＭＡＴ活動」を参照。 

第４節 医療救護班の派遣 

第１ 空港災害の場合 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、空港管理事務所、医療機関、医療関係団

体 

  １ 空港管理事務所は、あらかじめ出動する医療関係機関を定めている場合において

は、県（健康福祉部医療政策課）を経由せず、医療救護班の出動を該当医療機関又

は医療関係団体に要請する。 

  ２ 県（健康福祉部医療政策課）は、空港管理事務所から空港災害発生の報告を受け

た場合は、速やかに県医療救護班調整本部を設置する。 

  ３ 空港管理事務所又は現地のＤＭＡＴ責任者は、出動を予定していたＤＭＡＴの出

動が困難な場合又は被害の程度により医療スタッフに不足が生じる場合には、県（健

康福祉部医療政策課）に医療救護班の派遣を要請する。 

  ４ 県（健康福祉部医療政策課）は、空港管理事務所又は現地のＤＭＡＴ責任者の要

請を受け、ＤＭＡＴ調整本部と派遣可能な医療救護班の状況について情報共有のう

え、関係医療機関、関係医療団体又は他都道府県に医療救護班の派遣を要請する。 
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 ５ 医療救護班は、現地における消防本部又はＤＭＡＴ責任者の指揮により活動する。

なお、あらかじめ訓練等によりＤＭＡＴ活動と連携が可能な医療救護班については

ＤＭＡＴ活動の支援を行うが、その他の医療救護班については、以下の業務を基本

とする。 

(1)二次トリアージ（軽症、中等症） 

(2)救護所での医療処置（軽症、中等症） 

(3)軽症患者への救護 

(4)死亡確認 

第２ 空港災害以外の局地災害の場合 

◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所）、医療機関、関係団体 

 １ 空港災害以外の局地災害の場合、速やかな現地救護活動と後方支援病院への搬送

が必要であり、原則として医療救護班の派遣は行わない。 

 ２ 例外的に、極めて負傷者が多く後方医療機関の支援が必要である場合には、後方

支援病院は保健所長に医療救護班の派遣を要請する。 

 ３ 保健所長は、地域における医療救護活動では対応が困難な場合には、県（健康福

祉部医療政策課）に医療救護班の派遣を要請する。この際、保健所長は災害の状況

について、医療機関等から情報を収集のうえ、死体検案など発生すると予想される

業務量を勘案し、派遣要請を行う。 

 ４ 県（健康福祉部医療政策課）は、保健所長からの要請を受け、ただちに県医療救

護班調整本部を設置し、医療機関、関係医療団体又は他都道府県に医療救護班の派

遣を要請する。 

５ 医療救護班の派遣調整及び活動内容については、第３編 第２節 第２ ４「医

療救護班の派遣調整と活動」を参照。

第５節 医薬品・医療用資器材等の調達 

医薬品・医療用資器材等の調達については、第３編 第１章 第３節「医薬品・医療

用資器材等の調達」を参照。 

第６節 傷病者の搬送 

傷病者の搬送については、第３編 第１章 第４節「傷病者等の搬送」を参照。 
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 第３章 他都道府県の大規模災害等における対応 

第１節 基本的な考え方 

第１ 趣旨 

他の都道府県において、一定の規模以上の地震や風水害、大規模な航空機事故、鉄道事

故等が発生し、多数の傷病者が見込まれる場合、特に大規模な災害により一つの都道府県

では対応ができなかったり、県境付近で発生した災害において、より隣県からの応援が被

災者の生命・身体の保護に有効である場合については、その都道府県から本県に対し、Ｄ

ＭＡＴや医療救護班の応援要請がなされる場合がある。 

他の都道府県から本県に応援要請があった場合は、ＤＭＡＴ及び医療救護班を派遣する。 

また、本県に傷病者の受け入れ要請があった場合は、被災地の都道府県、国等と調整し、

県内の医療機関へ傷病者を搬送する。

第２ 体系 

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ の 派 遣

医 療 救 護 班 の 派 遣

他都道府県からの傷病者の搬送受入

他
都
道
府
県
の
大
規
模
災
害
等
に
お
け
る
対
応

医薬品・医療用資器材等の調達
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第２節 ＤＭＡＴの派遣 

 ◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、ＤＭＡＴ指定医療機関 

第１ 待機 

県（健康福祉部医療政策課）は、他都道府県で災害が発生し、ＤＭＡＴの出動の可

能性がある場合、県内のＤＭＡＴ指定医療機関に対して待機を要請する。 

ただし、島根県災害派遣医療チーム設置運営要綱第７条第２項に該当する場合は、

ＤＭＡＴ指定医療機関は県からの要請を待たずに待機を行う。 

第２ 県ＤＭＡＴ調整本部の設置  

県（健康福祉部医療政策課）は、他都道府県における大規模災害等により、島根県

へのＤＭＡＴ派遣要請があった場合、県ＤＭＡＴ調整本部を設置する。

第３ ＤＭＡＴの派遣要請 

県（健康福祉部医療政策課）は、島根県災害派遣医療チーム設置運営要綱及び島根

ＤＭＡＴの派遣に関する協定書に基づき、ＤＭＡＴ指定病院の長に対してＤＭＡＴの

出動を要請する。 

なお、派遣要請にあたっては、統括ＤＭＡＴの助言を得る。 

第３節 医療救護班の派遣 

 ◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課）、医療機関、関係団体 

第１ 県医療救護班調整本部の設置 

県（健康福祉部医療政策課）は、他都道府県における大規模災害等により、島根県

への医療救護班の派遣要請があった場合、県医療救護班調整本部を設置する。 

第２ 医療救護班の派遣要請 

県（健康福祉部医療政策課）は、他都道府県からの要請に基づき、医療救護班の編

成に必要な職種、派遣期間等を調整し、県内の関係機関等に医療救護班の派遣を要請

する。 

○県ＤＭＡＴ調整本部の主な役割

・県内のＤＭＡＴの派遣調整の補助 

・必要に応じＤＭＡＴ域外拠点本部の設置、指揮及び調整 

・被災情報等の収集 

・被災地で活動する島根ＤＭＡＴへのロジスティクス（後方支援） 

・被災地のＤＭＡＴ都道府県調整本部との連絡及び調整 

・消防、自衛隊等の関連機関との連携及び調整 

・厚生労働省との情報共有 
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【要請先】 

県内の医療機関、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、日本赤十字

社島根県支部、その他関係機関 

第３ 医療救護班の編成 

県（健康福祉部医療政策課）は、別に定める「災害時における医療救護活動に関す

る協定書」等に基づき、医療救護班を編成し、被災都道府県へ派遣する。 

派遣に関する費用については、原則として島根県が派遣する医療機関に支弁した上

で、災害救助法に基づき被災都道府県に求償する。 

第４ 関係機関等との情報共有 

県（健康福祉部医療政策課）は、派遣した医療救護班の活動状況について情報収集し、

派遣元の関係機関等と共有するとともに、可能な情報は一般に公開する。 

第４節 医薬品・医療用資器材等の調達 

 ◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、健康福祉部薬事衛生課）、関係団体 

医療救護班の派遣にあたって携行する医薬品・医療用資器材等の調達については、関

係団体との協定等に基づき行う。 

第５節 他都道府県からの傷病者の受け入れ 

 ◆実施機関 県（健康福祉部医療政策課、保健所）、医療機関（災害拠点病院等） 

 ※広域医療搬送については、第３編 第１章 第４節「傷病者の搬送」を参照 

第１ 受け入れ体制の確立 

１ 県（健康福祉部医療政策課）は、他都道府県における大規模災害等により、島根

県への傷病者の受け入れ要請があった場合、県ＤＭＡＴ調整本部を設置する。 

２ 県ＤＭＡＴ調整本部は、搬送を支援する県内ＤＭＡＴを要請し、必要に応じて広

域搬送拠点に最も近い保健所及び災害拠点病院と協力してＳＣＵを立ち上げ、運営

する。 

第２ 傷病者の受け入れ 

１ 県は、他都道府県からの傷病者の受け入れ要請に対して、県内の医療機関に情報

を伝達する。 

２ 県内の医療機関は、県からの情報伝達があった場合、自院の状況を速やかに回答

する。 
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３ 県は、県内の医療機関の状況を把握し、受け入れを依頼する。 

４ 県内の医療機関は、受け入れが可能であれば体勢を整えた上で受け入れる。
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